
令和 3年 6月 

 

お客さま各位 

石巻信用金庫 

 

 

しんきん法人インターネットバンキング規定の一部改定のお知らせ 
 

 

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 このたび、当金庫は下記の規定について一部改定いたしますので、お知らせいたします。 

  

 

１．改定する規定 

  「しんきん法人インターネットバンキング利用規定」 

 

２．改定内容 

  規定変更時の公表方法等を統一しました。 

変更後 変更前 

第 16条 規定の変更等 

当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるもの

とします。この場合には、変更内容および変更の効力

発生日をあらかじめ当金庫所定の方法で公表するも

のとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこ

ととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、

当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、

当金庫は一切、責任を負いません。 

当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるもの

とします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、

店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表

するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期

間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱う

こととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、

当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、

当金庫は一切、責任を負いません。 

 

 

３．改定日 

  令和３年７月９日（金） 

 
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 


